
鳥取県
犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会

［第４回］

日時：令和６年１月２７日（土） １３：0０～１５：0０

場所：鳥取市民交流センター「麒麟square(キリンスクエア)」
２階 多目的室２
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１ あいさつ

２ 第３回検討会の概要

３ 検討会意見とりまとめ

４ その他
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出席者名簿

氏名 所属

大岡 由佳（座長） 武庫川女子大学文学部 心理・社会福祉学科 准教授

北野 彬子 鳥取県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長

谷口 恭子 鳥取市人権政策局長兼人権推進課長

田村 真一 鳥取県臨床心理士会事務局長

徳田さよ子 犯罪被害者遺族、なごみの会（犯罪被害者自助グループ）

本郷由美子 犯罪被害者遺族

牧田 裕美 明石市市民相談室相談担当課長

オブザーバー
公益社団法人 とっとり被害者支援センター（鳥取県性暴力被害者支援センター）
鳥取県精神保健福祉士会
一般社団法人 鳥取県社会福祉士会

事務局
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
鳥取県警察本部警務部広報県民課被害者支援室

※あいうえお順、敬称略

検討委員
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第３回検討会の主な意見（その１）

［支援組織・体制］

・被害者からの相談は１回でなるべく多くの情報を聞き取り、関係機関で共有できる状況にしないと、
被害者の負担は減らないと思う。（北野委員）

・相談スペース等の環境や、電話が繋がらないことが無いよう複数回線を設置する等を含め、充実し
た形で総合相談窓口を開設して欲しい。（田村委員）

・県に連絡するのは、少し時間が経ってから、勇気を出してかけてこられる場合が多いと思われるが、
最初の窓口対応で傷ついたという話を聞くことが多いため、窓口の県には運営適正化委員会のよう
なものを設置してはどうか。（本郷委員）

・全ての市町村に総合窓口が設置され、国としても充実していく流れの中、県が音頭を取るのは非常
に重要だが、協働してくれる市町村の位置づけが弱い。市町村の複合的な課題を解決するところと
の連携なども検討して欲しい。（大岡座長）

・事件直後は自分の体も頭も混乱して、何を言われても上の空、ある程度強制的でも連れ出して、大
事なことは支援調整会議で話をしてもらうなどあると良い。（徳田委員）

・精神保健福祉士会、社会福祉士会など職能団体に、犯罪被害者支援に関わっていただく余力があ
るか等、直接聞かないとわからない部分もあるので、オブザーバーとして検討会に参加いただくな
ど検討してはどうか。（大岡座長）
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第３回検討会の主な意見（その２）

［支援施策の充実］

・被害者の置かれている状況で柔軟に対応できる支援施策が良い。即応的な見舞金や一時避難、医療
費は、警察と連携し被害者として断定できれば、県が一括して支給できるような仕組みづくりを再
構築すべきと考える。市町村は負担金等で相応の金額を分担する仕組みを検討されてはどうか。
（谷口委員）

・支援回数を超えてしまう場合、経済的困窮状態・精神面など、支援調整会議等で必要性を判断し、
応益負担のような仕組みを取り入れ、一部本人負担にする等を検討してはどうか。（本郷委員）

・一定回数以上は相談者の一部負担を考えてもよいのでは。（田村委員）

・カウンセリング等の回数は、あくまで暫定とし、その後も必要であれば支援した方がよい。
（徳田委員）

［支援対象の範囲］

・経済的支援は迅速性が大事で、当座の生活に必要なものを給付する場合、要件をがちがちに固める
ことで支援が遅れることがないようにすべきではないか。（牧田委員）

・過失による被害であろうとなかろうと、犯罪被害によって被る影響は変わりがなく、他の補償制度
がないのであれば、補償の対象として良いと考える。（田村委員）

・特殊詐欺被害への支援は個別的に判断する必要がある。資産制限を判断基準にすると、老後のため
にコツコツ貯めている人ほど支援されない等、反発を招きかねない。慎重に検討を。（牧田委員）

・今回の焦点は、生命を奪われた犯罪被害に対してなので、特殊詐欺等を入れるとややこしくなる。
（徳田委員）
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意見とりまとめ（支援組織の体制）

〇犯罪被害者支援は、とっとり被害者支援センター、性暴力被害者支援センターとっとり（以下「民間支
援団体」という。）が主体で行われているが、県が主体となり警察、市町村、県など支援に関わる様々
な機関と連携を図りながら、被害直後から犯罪被害者に寄り添い、切れ目のない支援が提供できる
よう次のような体制を検討いただきたい。

(1)警察と情報共有できる体制
・迅速かつ確実な支援につなぐ

(2)民間支援団体と連携できる体制
・犯罪被害者の様々なニーズに応じて中長期にわたる支援に対応

(3)必要な支援をワンストップで提供できる体制
・犯罪被害者に、支援に関わる担当部署、窓口を訪ねさせ、その都度担当者が変わるなどにより、
ストレスや不安を感じさせない

・行政が前面に立って支援するという考え方は、本当にそのとおりだと思う。県であれば、個人情報を持っている
県警と連携しやすい。

・犯罪被害者遺族は、思考力、判断力、意欲も残っておらず、精一杯生きている。たらい回しにされるのは一番やめ
て欲しい。一度１か所に行けば、コーディネーター等が全体を繋ぐ役割をして、関係課等、周りが有機的に繋がっ
て話をしてくれるような組織が出来るのが一番。

［主な意見］
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意見とりまとめ（支援組織の体制）

〇犯罪被害者が相談のために遠距離の移動をする必要がないよう、相談窓口は東部地区だけでなく、
中部及び西部地区にも一部機能を担う窓口を設置するよう検討いただきたい。

〇支援は長期にわたる場合もあるため、支援組織の職員の人事異動はできるだけ少なくなるように
することが望ましい。

・色々な困りごとを抱えている相談者に、時間をかけて移動してもらうのは難しいので、東・中・西部に１か所ずつ
くらい窓口があった方がよい。

・行政が前面に立った組織とする場合でも、人の配置転換があまりないシステムがよい。

［主な意見］

(組織の機能)
・いかに効率よく支援を届けていくのか、ケアマネジメントの手法での視点を取り入れることが必要。

・被害者は、事件直後は混乱している。被害者をある程度強制的にでも連れ出して、大事なことは支援調整会議で
話をしてもらうと良い。

・事件直後の混乱期に警察が困りごとに敏感に動いてくれ、後ですごく助かったと感じた。その時は自覚していな
い困りごとも多くあるので、アウトリーチによる支援は大事。
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新しい支援組織・体制のイメージ（案）

市 町 村

県庁関係課・機関
福祉保健課、保健所、健康政策課、精神保
健福祉センター、教育委員会、住宅政策課

婦人相談所・児童相談所・よりん彩

必要な機関のみ参加
提供可能な支援の提案

弁護士会、医師会、臨床心理士会等

調整した支援内容の伝達

連絡調整会議（定期的に開催）

県警本部・所轄警察署

関係機関

犯罪被害者・遺族等

支援相談

〇同じ室内に民間支援団体が入居し、被害者を
一体的に支援

・とっとり被害者支援センター
・性暴力被害者支援センターとっとり

〇警察と情報を共有し、迅速に支援

〇東部に本部、中・西部にも拠点を設置

・支援施策、課題の共有、支援事例の検証等
・被害者支援に係るノウハウの蓄積

支援調整会議（案件ごとに随時開催）

市町村窓口への同行支援
市町村窓口の支援、助言

県に犯罪被害者支援に係る総合相談窓口を設置してワンストップで支援を提供

県総合相談窓口（県・警察）

普及・啓発(未然防止等)
人 権 局

支援

支援が必要なＤＶ、
虐待等の情報の共有

情報共有
初動支援

・被害者に応じた支援計画の検討・作成
・支援の調整、コーディネート
・支援のフォローアップ
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意見とりまとめ（支援組織が備えるべき機能）

〇支援組織には、民間支援団体が行っている犯罪被害者の相談対応、付添い支援等に加えて、犯罪被害者に
寄り添った支援が提供できるよう次の機能を備えることを検討いただきたい。

(1)ケアマネジメントの手法を取り入れたコーディネート、フォローアップ
・コーディネーターを中心に犯罪被害者の支援計画を検討し、市町村、関係機関と調整
・関係機関も含め支援の実施状況をフォローアップ

(2)個別事案の支援に係る関係機関等との調整
・市町村や関係機関が参加する支援調整会議を設置し、個別事案の支援内容を調整

(3)関係機関との支援に係る情報共有・連携体制の構築
・連絡会議を設置し、関係機関と犯罪被害者支援に係る情報共有、顔の見える関係の構築

(4)アウトリーチによる支援
・殺人、不同意性交等の緊急性を要する重大事案への県警と連携した早期介入
・重大事案以外の支援を要する案件は、犯罪被害者に対して支援に関する情報を提供

(5)市町村窓口のサポート、助言、市町村窓口との連携
・支援経験が少ない市町村窓口のサポート助言、犯罪被害者を市町村による支援につなぐ付添い支援

(6)支援担当者に対するメンタルサポート
・犯罪被害者を親身になって支える支援担当者の育成、支援担当者の心理的負担を軽減するメンタル
サポート
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意見とりまとめ（支援組織が備えるべき機能）

〇支援組織は、犯罪被害者が相談しやすいよう、できるだけ相談窓口の敷居が低くなるよう配慮する
とともに、支援のスキルが向上し、関係機関の支援が円滑に進むよう次のことについて、検討いただ
きたい。

(1)犯罪被害者との間に立って必要な調整、フォローを行うこと。

(2)死傷者が多数に及ぶ場合や他県で犯罪被害を受けた場合など、地方自治体間の連携が求められる
場合にも円滑に支援が行われること。

(3)支援組織の支援・相談対応等に対する苦情、意見を受け付け、今後の支援に反映させる仕組を設
けること。

・相談の敷居が低く、関係機関と連携を密にして、他機関の支援者からも頼られる存在となることを期待する。

・死傷者が多数に上る事案が発生した場合の支援や対応は、情報や支援の質が平等に行き渡る必要がある。

・最初の窓口対応で傷ついたという話を聞くことが多いため、運営適正化委員会のようなものを設置してはどうか。

［主な意見］
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意見とりまとめ（支援組織に配置する必要がある人材）

○支援組織には、次の専門人材の配置を検討いただきたい。
(1) ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士）

・支援の司令塔となって支援内容をコーディネート
(2) カウンセリングができる人材（臨床心理士、公認心理師）

・孤立しやすい犯罪被害者の心情を引き出す

○専門人材の支援スキルの向上、支援担当者の心理的な負担の軽減を図るため、臨床心理士会、精神
保健福祉士会などの職能団体と連携したスーパーバイズの導入を検討いただきたい。

○専門人材は人数が限られているため、県関係機関に配置されている人材の有効活用や確保が困難
な場合は、専門団体からの派遣も必要に応じて検討していく必要がある。

・支援のコーディネートができる職種（社会福祉士、精神保健福祉士）が必要。

・犯罪被害者遺族は孤立感が深まるので吐き出すことがすごく重要。カウンセリングできる人材を支援組織に
入れて欲しい。

・相談に来た人に親身になり支えられる支援者を育てるため、支援者の心理的な負担の軽減（支援者の支援）の
ため、支援機関に、コンサルテーションの心理士の配置を検討して欲しい。

・専門資格を絶対要件にして支援組織に配置するのではなく、必要があるときに専門人材を呼ぶことができる
体制をつくることが必要。

［主な意見］
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・過失による被害であっても犯罪被害によって被る被害の影響には変わりはない。他の補償制度がなければ、
過失被害も対象として良いと考える。

・不同意性交等による被害により、日常生活がままならなくなることも珍しくない。経済的支援の対象とすべきと
考える。

・詐欺被害にあった被害者が家族から責められ、自死をしたケースもあり、救済措置は必要。

・経済的支援の対象を個別に判断する審査会などを検討いただきたい。

意見とりまとめ（支援対象とする犯罪被害者の範囲）

○支援対象とする犯罪被害者は、提供する支援の区分に応じて次の者を対象とするよう検討いただきたい。
その場合、過失犯による犯罪被害者も支援対象に含めることが望ましい。

(1)直接的支援（相談、付添い支援、カウンセリング、法律相談等）
被害届の有無を問わず、犯罪被害者を対象とする。

(2)経済的支援（医療費等の支援、住居支援、生活支援、就労準備支援等）
次に掲げる犯罪被害者で、被害届等があった者を対象とする。
① 殺人、傷害等による死亡又は重傷（１か月以上の療養）を負った者又は遺族・家族
② 過失犯による死亡又は重傷を負った者又は遺族・家族（加害者から補償が受けられる者を除く）
③ 不同意性交等の被害を受けた者
④ 特殊詐欺など財産犯による被害を受けた者(生活維持が困難な者に限る)

○財産犯、不同意性交等、過失犯による犯罪被害者は、一律に経済的支援の対象とするのではなく、支援組
織に有識者で構成する審査会等を設けて対象とすべきか個別に審査した上で判断することを検討いた
だきたい。

［主な意見］
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意見とりまとめ（経済的支援のあり方）

・治療費や葬儀代等、一遍に様々な請求があり、早期の支給が必要。
・被害者の置かれている状況で柔軟に対応できる支援施策がよい。即応的な見舞金や一時避難、医療費は、警察と
連携し被害者として断定できれば、県が一括して支給できる仕組づくりを再構築すべき。

・家事全般もできる状態ではないので、ホームヘルパー等に頼りたい。

［主な意見］
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○被害直後の予期しない費用負担、財産の収奪、収入の途絶により経済的に困窮することがあること、
家事もできなくなることなどを踏まえ、次の経済的支援を検討いただきたい。
(1)犯罪被害により予期せず必要となる高額な治療費、通院費、生活支援などの費用に充てられる

支援金等
・支援金等は、できる限り迅速に給付

(2)被害直後の急性期の配食サービス、家事、介護等の生活支援の提供
・生活支援で派遣する者は二次被害防止対策として研修の受講を課すなどの配慮

(3)被害直後の緊急的に必要な医療処置の提供

○急性期以降の当面必要な経済的負担に対する支援は、次のような支援メニューが考えられるが、犯罪
被害者の手続負担を軽減し、状況によって柔軟に利用できるよう、一定の上限額の範囲内で必要な
費用に充てられる支援制度（支援金等）とすることが望ましい。
（1）住居支援 従前の住居に居住が困難な場合の転居費用・家賃に対する助成
(2)就労準備支援 新たな就労に必要なスキル・資格の取得などに対する助成
(3)生活支援 家事援助・配食サービス、一時保育、介護に係る費用に対する助成
(4)法的手続支援 裁判手続出席旅費、財産開示手続費用、情報提供募集のチラシ配布費

意見とりまとめ（経済的支援のあり方）

○国や日弁連等による民事訴訟の弁護士費用に対する支援が不足していること、加害者が損害賠償
を支払わず時効停止の民事訴訟手続が必要になることなどを踏まえ、次の支援も検討することが
望ましい。

(1)弁護士へ委任する際の着手金等の弁護士費用の支援

(2)損害賠償請求の時効を停止させるための民事訴訟手続等の費用など長期的な支援

○現在、国の検討会で犯罪被害給付制度の抜本的強化が令和６年５月を目途に検討されているので、
支援金等の経済的支援については国の検討結果を十分踏まえて検討いただきたい。

〇被害直後の医療費、生活支援など国の検討を待たなくても実施できる支援は、早期に実施するこ
とが望ましい。

［主な意見］
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・加害者側の弁護士から刑が確定するまでに示談交渉を持ちかけられても、被害者側には弁護士の着手金が負担
されないことで弁護士に委任できず、加害者側弁護士の言われるままとなることがある。

・加害者が出所する時期、損害賠償を認める判決等が時効を迎え再提訴が必要な時期の２つが大きな変化の時期
であり、出所する時期は安全確保（転居等の支援も）、再提訴の時期は費用補助があると良い。



意見とりまとめ（直接的支援のあり方）

○直接的支援について、次のことを検討いただきたい。

(1)警察、民間支援団体で異なる制度となっているカウンセリング、弁護士相談を一元化して提供する
こと。

(2)犯罪被害者の精神的な回復には長期間を要する場合もあり、カウンセリング、弁護士相談は無料
で提供する回数又は期間に上限を定める必要があるが、継続して支援が必要と判断される場合は、
上限を超えて支援ができるような仕組とすること。

(3)犯罪被害者の生活再建を支援するため、新たにファイナンシャルプランナーによる相談を支援に
加えること。

・一定程度落ち着くまで法律相談、カウンセリングを受けられると良い。

・カウンセリング、法律相談は、支援回数を超える場合、困窮状態や精神面など、上限を超えて支援する必要性を支
援調整会議等で判断してはどうか。

・生活再建という意味ではファイナンシャルプランナー等による相談も支援に含めてはどうか。

＜現行のカウンセリング・弁護士相談制度＞
・カウンセリング
被害者支援センター １回無料、性暴力被害者支援センター ５回無料、警察 無料 初診から３年間無料

・弁護士相談
被害者支援センター １回無料、性暴力被害者支援センター ３回無料

［主な意見］
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意見とりまとめ（犯罪被害者支援への理解の推進及び被害者を支える人材の育成）

○支援が行政による支援から徐々に地域の支援に移行し、犯罪被害者が地域の中に溶け込み、人権が
尊重され名誉や生活の平穏が害されることなく安心して暮らせるよう、広報啓発や教育活動などを
通じて、県民及び事業者の理解を促進する積極的な取組が必要である。

○行政・関係機関等の窓口において、同じ説明を何度も求めたり、心ない言葉や態度で対応することが
ないよう、窓口職員をはじめ全ての関係職員を対象に接遇研修、被害者遺族による講演会などを行
い、犯罪被害者支援への理解が深まるよう努めていただきたい。

・被害者が行政支援から徐々に地域の支援に移行し、居住地域の中に溶け込み安心して地域の中で暮らせるように
なることが望ましい。そのためには、行政には地域住民に犯罪被害者への理解を深める研修などを積極的に行って
ほしい。

・被害者に接したことがない行政の窓口の職員には、突然、被害者に接したときに、必要な配慮ができないなどで、
被害者が傷つく問題も出てくる。関係機関等に対して、一定の教育啓発の支援が必要になる。

・相談を受けたことがない、自信がないために被害者を違う機関へ回すと、被害者にとってはそれがたらい回しになる。
どこの相談・支援組織も初期対応がきちっとできるようにしていくことは役割として重要だと思う。

・人材育成は、学校の先生や保育士さんなどの関わり方もあり、様々なパターンの研修があっても良い。
広く接遇から、犯罪被害者支援に特化した研修、人事異動もあるため、県や市町村でどのような施策や窓口があるか
等の基本的な情報等を共有するような方法もある。

［主な意見］
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